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学校再編計画策定委員会第学校再編計画策定委員会第学校再編計画策定委員会第学校再編計画策定委員会第８８８８回会議日程回会議日程回会議日程回会議日程

１ 開 会

２ 会長挨拶

３ 教育長挨拶

４ 協議事項

(1) 中学校の再編計画について ・・・・ １

(2) 小学校の再編計画について ・・・・ ４

(3) 校区・学校選択制について ・・・・ ８

(4) 再編の基準の見直しについて ・・・・ １０

５ そ の 他

６ 次回の開催日程 ・・・・ １２

７ 閉 会
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11 11
)) ))
中

学
校

中
学

校
中

学
校

中
学

校
のの のの

再
編

計
画

再
編

計
画

再
編

計
画

再
編

計
画

に
つ

い
て

に
つ

い
て

に
つ

い
て

に
つ

い
て

１
年

２
年

３
年

計
生

徒
数

(3
0
人

程
度

)
学

級
数

(3
学

級
以

上
)

活
用

施
設

最
大

普
通

教
室

数
（
増

築
含

む
）

運
動

場
の

面
積

に
よ

る
生

徒
数

の
上

限

1
7
9

1
8
8

1
7
9

5
4
6

1
1
0

1
1
4

1
4
1

3
6
5

 ・
  

学
級

数
 …

 中
学

校
の

学
級

編
制

基
準

は
全

学
年

３
５

人
で

算
定

 ・
  

生
徒

数
 …

 全
校

生
徒

数

 ・
　

中
学

校
の

生
徒

数
は

，
平

成
２

４
年

度
の

市
立

中
学

校
，

県
立

中
学

校
に

在
籍

す
る

生
徒

数
の

比
率

を
，

平
成

３
０

年
度

の
推

計
生

徒
数

に
乗

じ
て

算
出

 ・
　

３
０

人
程

度
と

は
，

２
５

～
３

５
人

と
す

る

生
徒

数

○
学

級
数

4

鴨
島

第
一

中
学

校
2
7

○
1
3

山
川

中
学

校
1
7

2
8
.2

4
5

2
8
.1

2
7
.5

③
 市

立
川

島
中

学
校

④
 山

川
中

学
校

1
8

１
学

級
当

た
り

の
生

徒
数

2
9
.8

１
学

級
当

た
り

の
生

徒
数

6
6

6

2
8
.5

3
0
.3

○
○

学
校

名
数

値

生
徒

数

学
級

数
①

 鴨
島

東
中

学
校

②
 鴨

島
第

一
中

学
校

　
 第

４
回

の
会

議
で

，
適

正
規

模
・適

正
配

置
の

基
本

的
な

考
え

方
と

し
て

，
再

編
の

基
準

を
中

間
集

約
し

，
現

時
点

で
学

校
別

に
推

計
可

能
な

平
成

３
０

年
度

の
生

徒
数

を
基

に
，

基
準

を
満

た
す

組
合

せ
を

模
索

し
て

き
ま

し
た

。
　

 前
回

の
会

議
で

取
り

ま
と

め
た

中
学

校
再

編
案

に
つ

い
て

，
こ

れ
ま

で
に

出
さ

れ
た

意
見

を
参

考
に

し
な

が
ら

，
更

に
検

討
を

加
え

る
こ

と
と

し
ま

す
。

中
学

校
再

編
検

討
案

 （
平

成
３

０
年

度
）

7
2
1
以

上

7
2
1
以

上

3
1
.3

2
9
.8
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（
参

考
：
平

成
４

７
年

推
計

）

１
年

２
年

３
年

計
生

徒
数

(3
0
人

程
度

)
学

級
数

(3
学

級
以

上
)

1
00

9
7

9
5

2
9
2

3
3

3
9

3
3.

3
3
2
.3

3
1
.7

3
2
.4

77
9
0

9
2

2
5
9

2
5.

7
2
8
.8

3
0
.0

③
 市

立
川

島
中

学
校

④
 山

川
中

学
校

生
徒

数

１
学

級
当

た
り

の
生

徒
数

○
○

○

学
級

数

○

9
3

3
3

3
0
.7

学
級

数

１
学

級
当

た
り

の
生

徒
数

　
 ま

た
，

長
期

的
展

望
も

視
野

に
入

れ
る

た
め

，
現

在
公

表
さ

れ
て

い
る

市
町

村
別

人
口

の
推

計
期

間
で

あ
る

平
成

４
７

年
ま

で
の

年
少

人
口

推
移

を
参

考
に

し
ま

す
。

①
 鴨

島
東

中
学

校
②

 鴨
島

第
一

中
学

校

生
徒

数

【
課

題
】

 ・
　

再
編

の
基

準
の

見
直

し
（
協

議
事

項
(4

)）
　

 　
通

学
距

離
　

　
４

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

以
内

　
→

　
５

～
６

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

以
内

（
川

島
町

及
び

美
郷

の
一

部
を

除
く
）

　
 　

ク
ラ

ブ
活

動
の

朝
練

が
距

離
的

に
厳

し
く
な

る
可

能
性

あ
り

 ・
　

県
立

川
島

中
学

校
と

の
関

係
 ・

　
校

区
の

見
直

し
，

学
校

選
択

制
の

導
入

（
協

議
事

項
(3

)）

 ・
　

平
成

４
７

年
推

計
生

徒
数

に
つ

い
て

は
，

国
立

社
会

保
障

・
人

口
問

題
研

究
所

が
推

計
し

た
市

町
村

別
人

口
の

０
～

１
４

歳
人

口
減

少
率

（
平

成
２

２
年

推
計

人
口

に
対

す
る

平
成

　
　

 ４
７

年
の

減
少

率
＝

△
４

５
．

３
％

）
を

参
考

に
し

て
算

出
し

た
。

 ・
　

０
～

１
４

歳
の

推
移

と
中

学
校

に
通

学
す

る
年

齢
（
１

２
～

１
４

歳
）
の

推
移

は
異

な
る

可
能

性
が

あ
る

が
，

便
宜

上
，

単
に

平
成

２
２

年
度

時
点

の
各

中
学

校
生

徒
数

に
△

４
５

．
３

　
　

 ％
を

減
じ

た
だ

け
の

参
考

数
値

で
あ

る
こ

と
に

注
意

。

学
校

名
数

値
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小

学
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校
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学
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再
編

計
画

再
編

計
画

再
編

計
画

再
編

計
画

に
つ

い
て
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つ

い
て

に
つ

い
て
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い
て

数
値

１
年

２
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３
年

４
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５
年

６
年
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児

童
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0
人

程
度

)
学

級
数
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～

3
学

級
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活
用

施
設

最
大

普
通

教
室

数
（
増

築
含

む
）

運
動

場
の

面
積

に
よ

る
児

童
数

の
上

限

児
童

数
5
2

3
9

4
9

4
8

60
4
3
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1

学
級

数
2

2
2

2
2

2
1
2

１
学

級
当

た
り
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児
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数

2
6
.0

1
9
.5

2
4
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2
4
.0
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0
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1.
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24
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児
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数
7
4
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1
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8
6

94
8
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1

学
級

数
3

3
3

3
3

3
1
8

１
学

級
当

た
り
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児
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数
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4
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2
7
.0

2
7
.3

2
8
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1.
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2
8.

0
27
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児
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数
3
0

4
4

4
2

5
0

48
4
6

26
0

学
級

数
1

2
2

2
2

2
1
1

１
学

級
当

た
り

の
児

童
数

3
0
.0

2
2
.0

2
1
.0

2
5
.0

2
4.

0
2
3.

0
23

.6

児
童

数
5
4

5
9

6
1

5
9

53
6
0

34
6

学
級

数
2

2
2

2
2

2
1
2

１
学

級
当

た
り

の
児

童
数

2
7
.0

2
9
.5

3
0
.5

2
9
.5

2
6.

5
3
0.

0
28

.8

児
童

数
3
1

3
4

2
2

3
3

43
3
2

19
5

学
級

数
1

1
1

1
2

1
7

１
学

級
当

た
り

の
児

童
数

3
1
.0

3
4
.0

2
2
.0

3
3
.0

2
1.

5
3
2.

0
27

.9

児
童

数
3
2

4
1

2
9

3
0
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3
1

19
9

学
級

数
1

2
1

1
2

1
8

１
学

級
当

た
り

の
児

童
数

3
2
.0

2
0
.5

2
9
.0

3
0
.0

1
8.

0
3
1.

0
24

.9

 ・
  

学
級

数
 …

 小
学

校
の

学
級

編
制

基
準

は
全

学
年

３
５

人
で

算
定

 ・
  

児
童

数
 …

 全
校

児
童

数

 ・
　

３
０

人
程

度
と

は
，

２
５

～
３

５
人

と
す

る

 ・
　

こ
の

範
囲

内
で

あ
れ

ば
「○

」
，

緩
和

し
た

基
準

（
２

学
級

で
１

８
人

以
上

，
３

学
級

で
２

３
．

７
人

以
上

）
で

あ
れ

ば
「△

」

 ・
　

飯
尾

敷
地

・
西

麻
植

小
の

学
級

数
は

，
１

年
を

２
学

級
に

分
け

，
担

任
を

持
た

な
い

教
員

が
担

任
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
の

で
「
△

」と
し

た

　
 小

学
校

に
つ

い
て

も
，

中
学

校
と

同
様

に
検

討
を

加
え

る
こ

と
と

し
ま

す
。

6
2
4

6
1
5

7
2
1
以

上

5
7
0

7
2
1
以

上

川
田

中
小

学
校

2
3

1
8

市
立

川
島

中
学

校

2
2

鴨
島

小
学

校
2
4

飯
尾

敷
地

小
学

校

山
瀬

小
学

校

1
6

× △○

△ ○

△ ×

○ × ×

④
 鴨

島
小

学
校

⑦
 知

恵
島

小
学

校

⑩
 山

瀬
小

学
校

⑤
 飯

尾
敷

地
小

学
校

⑥
 西

麻
植

小
学

校

⑪
 川

田
小

学
校

⑫
 川

田
中

小
学

校
⑬

 川
田

西
小

学
校

⑭
 種

野
小

学
校

⑧
 川

島
小

学
校

⑨
 学

島
小

学
校

2
1

小
学

校
再

編
検

討
案

 （
平

成
３

０
年

度
）

学
校

名

①
 上

浦
小

学
校

②
 牛

島
小

学
校

③
 森

山
小

学
校

7
2
1
以

上
△

○
鴨

島
東

中
学

校
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（
参

考
：平

成
４

７
年

推
計

） 数
値

１
年

２
年

３
年

４
年

５
年

６
年

計
児

童
数

(3
0
人

程
度

)
学

級
数

(2
～

3
学

級
)

児
童

数
3
7

2
9

3
5

2
9

27
4
1

19
8

学
級

数
2

1
1

1
1

2
8

１
学

級
当

た
り

の
児

童
数

1
8
.5

2
9
.0

3
5
.0

2
9
.0

2
7.

0
2
0.

5
24

.8

児
童

数
4
6

4
0

5
0

4
3

51
3
9

26
9

学
級

数
2

2
2

2
2

2
1
2

１
学

級
当

た
り

の
児

童
数

2
3
.0

2
0
.0

2
5
.0

2
1
.5

2
5.

5
1
9.

5
22

.4

児
童

数
2
4

3
2

3
6

3
8

26
4
1

19
7

学
級

数
1

1
2

2
1

2
9

１
学

級
当

た
り

の
児

童
数

2
4
.0

3
2
.0

1
8
.0

1
9
.0

2
6.

0
2
0.

5
21

.9

児
童

数
3
3

3
5

3
3

3
7

35
3
8

21
1

学
級

数
1

1
1

2
1

2
8

１
学

級
当

た
り

の
児

童
数

3
3
.0

3
5
.0

3
3
.0

1
8
.5

3
5.

0
1
9.

0
26

.4

児
童

数
2
8

2
5

2
7

2
8

20
2
5

15
3

学
級

数
1

1
1

1
1

1
6

１
学

級
当

た
り

の
児

童
数

2
8
.0

2
5
.0

2
7
.0

2
8
.0

2
0.

0
2
5.

0
25

.5

児
童

数
2
7

2
1

2
5

2
8

26
3
2

15
9

学
級

数
1

1
1

1
1

1
6

１
学

級
当

た
り

の
児

童
数

2
7
.0

2
1
.0

2
5
.0

2
8
.0

2
6.

0
3
2.

0
26

.5

 ・
  

推
計

方
法

等
に

つ
い

て
は

，
中

学
校

と
同

じ
。

【
課

題
】

 ・
　

再
編

の
基

準
の

見
直

し
（
協

議
事

項
(4

)）
  
　

 通
学

距
離

　
　

２
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

内
　

→
　

２
～

３
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

内
（
美

郷
の

一
部

を
除

く
）

　
 　

再
編

後
も

１
学

年
当

た
り

１
学

級
の

小
規

模
校

あ
り

 ・
　

同
じ

小
学

校
か

ら
違

う
中

学
校

へ
進

学
す

る
可

能
性

 ・
　

校
区

の
見

直
し

，
学

校
選

択
制

の
導

入
（
協

議
事

項
(3

)）
 ・

　
児

童
数

が
著

し
く
少

な
く
な

る
学

校
の

再
編

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

　
　

 将
来

，
複

式
学

級
化

の
可

能
性

が
あ

る
学

校
（
第

７
回

資
料

８
ペ

ー
ジ

参
照

）
 ・

　
通

学
支

援
策

 ・
　

平
成

４
７

年
に

再
編

の
基

準
を

満
た

さ
な

く
な

る
可

能
性

あ
り

。
次

の
再

編
の

是
非

。
 ・

　
学

童
保

育

×

⑪
 川

田
小

学
校

⑫
 川

田
中

小
学

校
⑬

 川
田

西
小

学
校

⑭
 種

野
小

学
校

×

⑩
 山

瀬
小

学
校

×△
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協議事項 (3)校区・学校選択制について

１ 校区（通学区域）

市町村教育委員会は，その設置する小学校又は中学校が２校以上ある場合，

就学予定者が就学すべき小学校又は中学校を指定することとされています 学。（

校教育法施行令第5条第2項）

就学校の指定をする際の判断基準としては，市町村教育委員会があらかじめ

設定した通学区域があります。この通学区域については法令上の定めはなく，

地域の実態を踏まえ，市町村教育委員会の判断に基づいて設定されています。

２ 指定学校変更申立

指定された就学校について，保護者の意向や子どもの状況等に合致しない場

合において，保護者の申立により，市町村教育委員会が相当と認める時には，

市町村内の他の学校に変更することが出来ます （学校教育法施行令第8条，。

吉野川市立小学校及び中学校への就学予定者の学校指定に関する規則第3条）

３ 学校選択制

それに対して，学校選択制とは，市町村教育委員会が就学校を指定する場合

に，就学すべき学校について，あらかじめ保護者の意見を聴取することができ

る（学校教育法施行規則第32条第1項）こととなっており，この保護者の意見

を踏まえて，市町村教育委員会が就学校を指定することをいいます。

なお，学校選択制の主なタイプは次のとおりです。

自 由 選 択 制 当該市町村内の全ての学校のうち，希望する学校に就学を認めるもの

当該市町村内をブロックに分け，そのブロック内の希望する学校に就
ブロック選択制

学を認めるもの

従来の通学区域は残したままで，隣接する区域内の希望する学校に就
隣接区域選択制

学を認めるもの

従来の通学区域は残したままで，特定の学校について，通学区域に関
特 認 校 制

係なく，当該市町村内のどこからでも就学を認めるもの

従来の通学区域は残したままで，特定の地域に居住する者について，
特定地域選択制

学校選択を認めるもの

４ 検討すべき学校と活用制度

学校再編の際に，どの学校にどの制度を導入するのか，または現行の指定学

校変更申立で対応するのか，検討を要します。

県内外の導入状況や動向も参考にします。
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学校選択制に関する主な意見等の整理

（平成21年7月6日 中央教育審議会初等中等教育分科会資料の抜粋）

学校選択制についての基本的な考え方

・学校選択制は地域によって様々な事情があり，全国一律に推進すべき

というものではなく，メリットとデメリットを十分に考慮したうえで

学校設置者が導入を判断すべきものである。

・教職員や保護者，地域が学校選択制の下で学校改革に前向きに取り組

める条件整備を同時に図ることが前提となる。

・保護者が消費者の感覚で学校を選び，後は学校に任せるという意識が

あり，学校の教育活動への参加意識が高くはないという問題が指摘さ

れている。

・地域と学校のつながりが希薄になり，自分たちの生活拠点に密着した

題材を扱う学習指導を行うことに支障を生じたり，地域住民が通学の

安全確保に協力してくれることなどが行いにくくなる。

・学校選択制を導入することに教育的なメリットがあると考えられる場

合においても，児童生徒の通学上の安全との関係については，十分な

検討が行われるべきである。
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協議事項 (4)再編の基準の見直しについて

再編の組合せを検討した結果，第４回会議で中間集約した「再編の基準」と不

整合が生じる場合は，次のとおり見直すこととします。

１ 適正規模

（１）小学校

・１学級当たりの児童数

本市が目指す１学級当たりの児童数は３０人程度とする。

本市が目指す１学級当たりの児童数は３０人程度とする。ただし，２

学級の場合は１８人以上に，３学級の場合は２３．７人以上とする。

・１学年当たりの学級数

本市が目指す１学年当たりの学級数は，クラス替えができる２～３学

級とする。

本市が目指す１学年当たりの学級数は●学級とする。

（または，基準の数値を変更せず，ただし書きで例外規定を設ける ）。

（２）中学校

・１学級当たりの生徒数

本市が目指す１学級当たりの生徒数は３０人程度とする。

本市が目指す１学級当たりの生徒数は●人程度とする。

・１学年当たりの学級数

本市が目指す１学年当たりの学級数は，３学級以上とする。

本市が目指す１学年当たりの学級数は●学級とする。

※不整合が生じない場合は，中間集約のとおり。

- 10 -



２ 適正配置

（１）小学校

・通学距離，通学方法

本市において，通学方法は原則として徒歩とし，通学距離は小学校低

学年の児童が３０分程度で歩くことができる，おおむね２キロメートル

以内とする。

本市において，通学方法は原則として徒歩とし，おおむね●キロメー

トル以内とする。ただし，美郷は除くものとする。

（２）中学校

・通学距離，通学方法

本市において，通学方法は原則として徒歩又は自転車とし，通学距離

はクラブ活動の早朝練習等に支障が生じにくい，おおむね４キロメート

ル以内とする。

本市において，通学方法は原則として徒歩又は自転車とし，おおむね

●キロメートル以内とする。ただし，美郷は除くものとする。
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次回の開催日程

１０月 日（ ）午後７時から

川島庁舎２階大会議室

協議事項（予定）

・今回の継続審議事項

・跡地・跡施設の活用

・計画期間
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